
報告第７号 

処分報告（平成 30年度貝塚市一般会計補正予算（第 13号））の件  

 次の事件は、地方自治法第 179条第１項の規定に基づき、次のとおり処分したもの

であるので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  

 

 令和元年６月 17日提出  

                                          貝塚市長   藤  原  龍  男  

 

記  

平成 30年度貝塚市一般会計補正予算（第 13号）の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30年度貝塚市一般会計補正予算（第 13号）の件  

  平成 30年度貝塚市の一般会計補正予算（第 13号）は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３７１，１２５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，７２５，２８０千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 

平成 31年３月 29日処分  

 

                                           貝塚市長  藤  原  龍  男  



　歳　入 (単位   千円)

9. 地方交付税 4,892,991 19,000 4,911,991

1. 地方交付税 4,892,991 19,000 4,911,991

15. 財産収入 25,681 2,352,125 2,377,806

2. 財産売払収入 330 2,352,125 2,352,455

35,354,155 2,371,125 37,725,280

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 5,108,560 10,000 5,118,560

1. 総務管理費 4,546,111 10,000 4,556,111

12. 諸支出金 4,790 2,361,125 2,365,915

1. 公共施設等整備基金 4,790 1,002,125 1,006,915

2. 財政調整基金 0 1,359,000 1,359,000

35,354,155 2,371,125 37,725,280

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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